
 

○医療機能情報提供制度実施要領について（平成１９年医政発０３３００１３号厚生労働省医政局長通知）（抄） 

                    （下線の部分は改正部分） 

改正後 改正前 

４ 実施体制 

 （１）～（２） （略） 

 （３） 医療機能情報の公表手続 

  ① （略） 

  ② 医療機能情報の公表方法 

      ・ （略） 

・ 都道府県知事は、インターネットを使用できない環境にある住

民・患者に配慮し、インターネットを通じた公表と併せて、都道府

県担当部署や医療安全支援センター等において、適切な方法によ

り、公表するものとする。 

また、都道府県知事が、電話による医療機能情報に関する照会へ

の対応等、独自の取組を行うことも差し支えない。 

 

   ・ （略） 

   ・ （略） 

４ 実施体制 

 （１）～（２） （略） 

 （３） 医療機能情報の公表手続 

  ① （略） 

  ② 医療機能情報の公表方法 

   ・ （略） 

・ 都道府県知事は、インターネットを使用できない環境にある住

民・患者に配慮し、インターネットを通じた公表と併せて、都道府

県担当部署や医療安全支援センター等において、紙媒体又は備え付

けのインターネット端末により、公表するものとする。 

また、都道府県知事が、インターネット及び紙媒体又は備え付け

のインターネット端末以外に、電話による医療機能情報に関する照

会への対応等、独自の取組を行うことも差し支えない。 

   ・ （略） 

   ・ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

○「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行について」（平成１９年３月３０日医政発第０３３００１０号厚

生労働省医政局長通知）（抄） 

                    （下線の部分は改正部分） 

改正後 改正前 

第１～第５ （略） 

第６ 医療法人に関する事項 

１ 通則 

 （１）～（８） （略） 

 （９）① （略） 

    ② 医療法人の合併の認可申請に当たっては、省令第３５条の規定

に基づき、合併後存続する医療法人又は合併によって設立する医

療法人の定款又は寄付行為を添付することとしているが、合併前

の医療法人が、いずれも持分の定めのある医療法人である場合に

は、合併後存続する医療法人については、法第４４条第４項の規

定にかかわらず、定款又は寄付行為において残余財産の帰属すべ

き者として前記①アからエに規定する者以外の者を定めることが

できること。（新省令第３５条第２項関係） 

 （１０） （略） 

２～４ （略） 

第７～第８ （略） 

別添１～２ （略） 

第１～第５ （略） 

第６ 医療法人に関する事項 

１ 通則 

 （１）～（８） （略） 

 （９）① （略） 

    ② 医療法人の合併の認可申請に当たっては、省令第３５条の規定

に基づき、合併後存続する医療法人又は合併によって設立する医

療法人（以下「新法人」という。）の定款又は寄付行為を添付す

ることとしているが、合併前の医療法人が、いずれも持分の定め

のある医療法人である場合には、法第４４条第４項の規定にかか

わらず、新法人の定款又は寄付行為において残余財産の帰属すべ

き者として前記①アからエに規定する者以外の者を定めることが

できること。（新省令第３５条第２項関係） 

 （１０） （略） 

２～４ （略） 

第７～第８ （略） 

別添１～２ （略） 

 

 

 

 

 

 

 



 

○「医療法人制度について」（平成１９年３月３０日医政発第０３３００４９号厚生労働省医政局長通知）（抄） 

                    （下線の部分は改正部分） 

改正後 改正前 

第一 改正の内容 

１～２ （略） 

３ 残余財産の帰属すべき者について 

(1)～(5)  （略） 

 (6) なお、規則第３５条第２項の規定により、合併前の医療法人のいずれ

もが経過措置型医療法人である場合には、合併後存続する医療法人につ

いて経過措置型医療法人とすることができること。 

４～８ （略） 

第２～第４ （略） 

別添１～１４ （略） 

第一 改正の内容 

１～２ （略） 

３ 残余財産の帰属すべき者について 

(1)～(5)  （略） 

 (6) なお、規則第３５条第２項の規定により、合併前の医療法人のいずれ

もが経過措置型医療法人である場合には、合併後においても経過措置型

医療法人とすることができること。 

４～８ （略） 

第２～第４ （略） 

別添１～１４ （略） 

 

 


